
近所で工事しているという事業者が来訪し「お宅の屋根がめくれているのが見え

た。 屋根に登って点検する」と言うので依頼した。点検後、屋根が浮いている写

真を見せられ、そのままにしておけないと思い、約 30 万円の修理を契約した。

その後、家族の勧めでハウスメーカーに確認してもらうと「釘を引き抜いたよう

な新しい傷がある」と言われた 。 

「通常 3～5 万円の高圧洗浄が 3,000 円」と記載されたチラシが投函されていた。以前、下水

管が詰まったことがあったので、今月電話で事業者を呼んだ。事業者はマンホールを開けると

「詰まりに対応する作業が必要で、1m あたり 6,000 円で 8m の作業になる」と言った。ま

た、木の根の除去作業も必要と説明され、料金は 2,000 円になると言われた。合計 5 万円は

高いと感じたが、了承して作業をしてもらった。事業者が改めて訪問し費用を支払うことにな

っているが、やはり高額で納得できない。どうすればよいか。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

最近多い詐欺～独立行政法人 国民生活センターHPよりご紹介～ 

点検商法 

 

 

・点検後に修理を勧められてもその場で契約しないようにしましょう。別の専門家に

確認を依頼したり、複数の事業者から見積もりを取ったりするとよいでしょう。 

・突然訪問してきた事業者に安易に点検させないようにしましょう。点検箇所をわざ

と壊して撮影し勧誘するなど、悪質なケースもみられます。 

・工事終了後でも、クーリング・オフできる場合があります。困ったときは、すぐにお

住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください（熊本市消費者センター 

096-353-2500） 

・「無料で点検する」等と勧誘してくる事業者に、安易に応じないようにしましょう。 

・チラシに表示されている料金の条件や内容は正確に把握しましょう。 

・事業者の説明を鵜吞みにせず、必要がない契約はきっぱり断りましょう。 

・トラブルになった時は消費者センターにすぐに問い合わせをしましょう。 

熊本市消費者センター 096-353-2500 

月～金(祝日、年末年始は除く)9：00～17：00 

https://www.google.co.jp/search?q=%E7%86%8A%E6%9C%AC%E5%B8%82%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC&source=hp&ei=rKs3Y_6cNIm52roPyYCv4A4&iflsig=AJiK0e8AAAAAYze5vDqVPmTQX_tuhm3YMer8OHlMnVdO&ved=0ahUKEwj-orm6g776AhWJnFYBHUnAC-wQ4dUDCAk&uact=5&oq=%E7%86%8A%E6%9C%AC%E5%B8%82%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEMgUIABCABDIECAAQHjIGCAAQHhAPOgYIABAEEAM6DQgAEIAEELEDEIMBEAQ6BwgAEIAEEAQ6CggAEIAEELEDEAQ6EQgAEIAEELEDEIMBELEDEIMBOgQIABBDOgcIABCxAxBDUABYvRdgthpoAHAAeACAAXCIAd4LkgEDNi45mAEAoAEB&sclient=gws-wiz

